
令和７年第２回　広島市議会定例会提出案件

１　予　算　案

（１） 令和７年度広島市一般会計補正予算（第１号）

２　条　例　案

（１） 広島市市税条例の一部改正につ 地方税法等の改正によるもの

いて（財政局）

（主な改正内容）

　１　個人の市民税

　　生計を一にする１９歳以上２３歳未満

　　の親族等の前年の合計所得金額が５８

　　万円を超え１２３万円以下の場合の所

　　得控除として、特定親族特別控除を創

　　設する。

　　施行期日　令和８年１月１日

１件 ９件 １３件 ２件 ２５件 ８件

予算案 条例案
その他の
議　　案

専決処分
承 認 案

計 報告
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　２　市たばこ税

　　加熱式たばこについて、重量及び価格

　　を基準とする課税方式から重量のみを

　　基準とする課税方式に段階的に改める。

　　施行期日　令和８年４月１日

（２） 広島市営土地改良事業の経費の 土地改良法の改正に伴う規定の整備

賦課徴収に関する条例の一部改

正について（経済観光局） 　施行期日　公布の日

（３） 広島市軽費老人ホーム設備等基 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基

準条例の一部改正について 準の改正に係る経過措置の終了に伴う規定

（健康福祉局） の整備

　施行期日　公布の日

（４） 広島市子ども・子育て支援法に 子ども・子育て支援法の改正に伴う規定の

基づく過料に関する条例の一部 整備

改正について（こども未来局）

　施行期日　公布の日
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（５） 広島市児童福祉施設設備基準等 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

条例の一部改正について の人員、設備及び運営に関する基準の改正

（健康福祉局） に係る経過措置の終了に伴う規定の整備

　施行期日　公布の日

（６） 広島市障害者の日常生活及び社 （主な改正内容）

会生活を総合的に支援するため

の法律施行条例の一部改正につ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的

いて（健康福祉局） 　に支援するための法律の改正に伴うもの

　　指定就労選択支援の事業の人員、設備

　　及び運営の基準を定める。

　施行期日　令和７年１０月１日

（７） 広島市指定居宅サービス事業設 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

備基準等条例の一部改正につい び運営に関する基準等の改正に係る経過措

て（健康福祉局） 置の終了に伴う規定の整備

　施行期日　公布の日
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（８） 広島市ペット霊園の設置の許可 ペット霊園の設置及び管理に関し必要な規

等に関する条例の制定について 制を行うもの

（健康福祉局）

（主な内容）

　１　ペット霊園を設置しようとする者は、

　　　あらかじめ市長に申請を行い、基準

　　　に適合した施設として許可を受けな

　　　ければならない。

　２　市長は、ペット霊園の設置者が条例

　　　の規定に違反しているときは、期限

　　　を定めて必要な措置を講ずることを

　　　命じ、その命令に従わないときは、

　　　その許可を取り消すことができる。

　３　市長の許可を受けないでペット霊園

　　　を設置した者は、５万円以下の過料

　　　に処する。

　施行期日　令和７年１０月１日

（９） 広島市自転車等駐車場条例の一 自転車等駐車場を廃止するもの

部改正について（道路交通局）

　施行期日　令和７年１０月１日

名　称 位　置

広島市広島駅南口第二
自転車等駐車場

南区京橋町
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３　その他の議案

（１） 指定都市高速道路の整備計画の 広島高速道路公社が広島高速道路の整備計

変更に係る同意について 画の変更に係る国土交通大臣の許可を受け

（道路交通局） ようとするもの

（計画変更の内容）

　全体事業費概算額の変更

現　　行 変　更　後

４，３４０億円 ４，４９０億円

　変更理由

　　広島高速５号線の整備に係る建設資材

　　費の高騰等による。
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（２）市道の路線の認定について 安佐南１区５３２号線など５路線

　　　（道路交通局）

（３） 財産の取得について 小学校、高等学校、中等教育学校及び特別

（教育委員会） 支援学校の教員が用いるパーソナルコンピ

ュータを取得するもの

　数　　量　２，１３０台

　買入価格　１億６,２８３万８,５００円　

　買 入 先　西日本電信電話株式会社

（４） 財産の処分について 市有地を処分するもの

（都市整備局）

　所 在 地　安佐南区伴南四丁目

　売払面積　３万３，２７４.６０㎡

　売払価格　２９億１，０００万円

　相 手 方　大和
だいわ

リース株式会社
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（５） 財産の処分について 市有地を処分するもの

（都市整備局）

　所 在 地　安佐南区大塚東三丁目

　売払面積　１万３６．９４㎡

　売払価格　１億１，４００万円

　相 手 方　中国電力ネットワーク株式会

　　　　　　社

（６） 契約の締結について 西風館増築その他工事

（健康福祉局）

　工事場所　安佐南区伴西二丁目

　工事概要　鉄筋コンクリート造り一部鉄

　　　　　　骨造り２階建ての火葬場延べ

　　　　　　４，０５１．４１平方メート

　　　　　　ルの増築その他工事

　請負金額　３６億７，４００万円

　請 負 人　鴻池
こうのいけ

・共立建設工事共同企業

　　　　　　体

　工　　期　契約成立の日から令和９年１０

　　　　　　月２９日まで
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（７） 契約の締結について 西風館火葬炉設備増設工事

（健康福祉局）

　工事場所　安佐南区伴西二丁目

　工事概要　火葬炉１０基の増設工事

　請負金額　６億１，０５０万円

　請 負 人　株式会社宮本工業所

　工　　期　契約成立の日から令和９年１０

　　　　　　月２９日まで

（８） 契約の締結について 鈴峰園認定こども園（仮称）新築その他工

（こども未来局） 事

　工事場所　佐伯区五日市中央四丁目

　工事概要　鉄筋コンクリート造り２階建

　　　　　　ての認定こども園延べ１，７

　　　　　　９７．７９平方メートルの新

　　　　　　築その他工事

　請負金額　１０億２，３００万円

　請 負 人　広電建設株式会社

　工　　期　契約成立の日から令和９年７

　　　　　　月３０日まで
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（９） 契約の締結について（環境局） 本庁舎ほか１６施設照明ＬＥＤ化ＥＳＣＯ
　エ　ス　コ

事業

　事業場所　全区

　事業概要　本庁舎ほか１６施設の照明の

　　　　　　ＬＥＤ化に係る設計及び施工

　　　　　　

　事業金額　１１億４，９８３万円

　事 業 者　栗原工業株式会社

　事業期間　契約成立の日から令和８年３

　　　　　　月３１日まで

（10） 契約の締結について 公園照明ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　ス　コ

（都市整備局）

　事業場所　全区

　事業概要　公園の照明のＬＥＤ化に係る

　　　　　　設計、施工、維持管理及び電

　　　　　　気料金の削減に係る保証

　　　　　　

　事業金額　２０億３,４９８万９,０００円

　事 業 者　岩崎電気株式会社ほか２社

　事業期間　契約成立の日から令和１９年

　　　　　  ３月３１日まで
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（11） 変更契約の締結について 西風新都環状線梶毛南工区道路新設工事

（都市整備局） （その２）

　請負金額の変更

変更前 13億3,100万円     

変更後 18億4,107万7,700円

　変更理由

　　不安定な地層に対する土工及び法
のり

面工

　　の変更等による。

（12） 変更契約の締結について 駅前大橋線橋りょう等新設工事

（道路交通局）

　委託金限度額の変更

　工期の終期の変更

　変更理由

　　物価水準の変動等や西側ペデストリア

　　ンデッキの施工手順の見直し等による。

　　

変更後  121億円

変更前 令和 8年 3月31日

変更後 令和10年 3月31日

変更前   61億9,000万円
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（13） 変更契約の締結について 駅前大橋線軌道等新設その他工事

（道路交通局）

　委託金限度額の変更

.

　工期の終期の変更

　変更理由

　　物価水準の変動等や関連工事との工程

　　調整等による。

４　専決処分承認案

（１） 広島市市税条例の一部改正につ 地方税法の改正によるもの

いて（令和７年３月３１日専決

処分）（財政局） （主な改正内容）

　１　法人の市民税

　　法人が一定の地方公共団体に対し当該

　　地方公共団体が行う地方創生を推進す

　　る上で効果の高い一定の事業に関連す

　　る寄附金を支出した場合における法人

　　税割に係る税額控除の特例措置につい

　　て、適用期限を３年延長し、令和１０

　　年３月３１日までとする。

　　施行期日　令和７年４月１日

変更後 令和11年 3月31日

変更前  124億5,000万円

変更後  204億円

変更前 令和 9年 3月31日
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　２　軽自動車税

　　総排気量０．１２５リットル以下で最

　　高出力を４．０キロワット以下に制御

　　した２輪の原動機付自転車に係る種別

　　割の区分を創設し、その税率を年額２，

　　０００円とする。

　　施行期日　令和７年４月１日

（２） 地下埋設物撤去等請求事件に関 控訴及び反訴の提起

する控訴及び反訴の提起（令和

７年４月９日専決処分）

（消防局）
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５　報告

（１） 繰越明許費の繰越しの報告につ 一般会計、西風新都特別会計、中央卸売市

いて（企画総務局ほか） 場事業特別会計、駐車場事業特別会計

（２） 予算繰越しの報告について 水道事業会計、下水道事業会計、安芸市民

（水道局ほか） 病院事業会計

（３）専決処分の報告について 道路の管理瑕疵
か し

等に係る損害賠償額の決定

（道路交通局ほか）

　道路の管理瑕疵
か し

　　　７件　　　　１５７万　　９０２円

　交通事故

　　１２件　　　　２２２万７，７３０円

　その他

　　　５件　　　　１１６万　　１５２円
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（４） 専決処分の報告について 工事請負変更契約の締結

（都市整備局ほか）

　 　１　西風新都環状線梶毛南工区道路新設

　　　工事（その２）

　　工期の終期の変更

　　変更理由

　　　関連工事における工期の終期の変更

　　　による。

　　　

　２　戸山小学校屋内運動場改築工事

　　工期の終期の変更

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　関連工事の遅延等や仮設屋根の追加

　　　等による。

変更前   5億2,128万8,900円

変更後   5億2,641万  500円

変更前 令和 7年 3月31日

変更後 令和 7年 6月30日

変更前 令和 7年 3月31日

変更後 令和 7年 8月29日
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　３　井口小学校校舎増築その他工事（第

　　　２期）

　　請負金額の変更

　　変更理由

　　　地中障害物の撤去等による。

（５） 専決処分の報告について 国民宿舎湯来ロッジの正面玄関車寄せの天

（経済観光局） 井の損傷に係る損害賠償金等の支払を求め

る訴えの提起

　１件

（６） 専決処分の報告について 市営住宅等を正当な権原なく占有している

（都市整備局） 者に対する家屋明渡等の訴えの提起

　１件

変更後   5億9,378万3,300円

変更前   5億8,927万9,900円
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（７） 専決処分の報告について 市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決

（都市整備局） 和解

　１件

（８） 法人の経営状況報告について 公益財団法人広島市文化財団など１４件

（市民局ほか）

［追加提出予定案件］

（１） 教育委員会委員の任命の同意に 任期満了によるもの

ついて（企画総務局）

［参考］

（１） 佐伯区選挙管理委員及び補充員 任期満了によるもの

の選挙について

（選挙管理委員会）
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